
「第３次男女共同参画行動計画」の基本理念について（案） 

 
 本計画は，男女共同参画社会の実現を目的として，男女共同参画の推進に関する施策

を実施するために策定するものであり，宇都宮市男女共同参画推進条例第３条に規定す

る基本理念を，本計画の基本理念とする。 
 
 

基 本 理 念 

（男女共同参画推進条例第３条） 

 
 １ 男女の個人としての尊厳の尊重 

  男女が，個人としての尊厳が重んじられ，性別による差別的取り扱いを受けること

なく，個人として能力を発揮する機会が確保されること。 
 
 ２ 性別役割分担を反映した慣行にとらわれない活動の自由な選択 

  男女が，性別による固定的な役割分担を反映した慣行にとらわれることなく，社会

のあらゆる分野における活動を自由に選択できるようにすること。 
 
 ３ 方針の立案及び決定への参画機会の確保 

  男女が，社会の対等な構成員として，社会のあらゆる分野における方針の立案及び

決定に参画する機会が確保されること。 
 
 ４ 家庭生活における活動と他の活動との両立 

  男女が，相互の協力及び社会の支援の下，子の養育，家族の介護その他の家庭生活

における活動と当該活動以外の活動とを両立して行うことができるようにすること。 
 
 ５ 男女の生涯にわたる健康の確保 

  男女が，互いの身体的特徴及び性について理解を深め，尊重し合うことにより，生

涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。 
 
 ６ 国際社会における動向の留意と協調 

  男女共同参画の推進と密接な関係を有する国際社会の動向に留意し，協調して行わ

れること。 
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